
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
六
日
提
出

質

問
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二

号
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関
す
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質
問
主
意
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者

山

井

和

則

162



保
育
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

社
会
保
障
審
議
会
少
子
化
対
策
特
別
部
会
第
一
次
報
告
に
つ
い
て
、
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。

一

第
一
次
報
告
に
は
、
「
市
町
村
が
優
先
的
利
用
を
確
保
す
る
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
つ
も
り
な
の
か
。
待

機
児
童
の
多
い
地
域
や
人
気
の
あ
る
保
育
所
の
場
合
、
す
で
に
定
員
ど
こ
ろ
か
、
定
数
を
超
え
て
ぎ
り
ぎ
り
の
線
ま
で
受
け

入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
入
所
に
か
か
る
問
題
は
利
用
者
ト
ラ
ブ
ル
に
結
び
つ
く
可
能
性
も
大
き
い
。
現
に
入
所
し
て

い
る
（
例
え
ば
短
時
間
利
用
者
な
ど
）
子
ど
も
を
退
所
さ
せ
て
、
そ
の
空
席
に
優
先
権
を
持
つ
子
ど
も
を
入
所
さ
せ
る
こ
と

ま
で
も
想
定
し
て
い
る
の
か
。
現
に
入
所
し
て
い
る
子
ど
も
の
権
利
と
待
機
児
童
の
要
件
の
関
係
性
に
つ
い
て
お
教
え
い
た

だ
き
た
い
。

二

待
機
児
童
の
多
い
人
気
の
あ
る
保
育
所
に
は
、
充
実
し
た
保
育
内
容
、
豊
富
な
子
育
て
支
援
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
の
理
由
が
あ

る
。
そ
れ
ら
に
財
政
投
入
を
し
て
定
員
規
模
を
拡
大
し
、
前
項
の
問
題
に
対
処
す
る
な
ど
の
考
え
は
あ
る
の
か
。

三

保
育
所
は
き
わ
め
て
教
育
機
能
が
高
く
、
と
く
に
三
歳
ま
で
は
「
人
間
的
に
あ
た
た
か
な
環
境
こ
そ
が
子
ど
も
を
育
て

る
」
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
そ
の
後
の
人
格
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
日
本
の
子
ど
も
の
育
ち
は
危
機
的
状
況
で
あ

り
、
今
の
時
代
は
各
保
育
所
の
特
色
的
な
保
育
と
同
時
に
、
保
育
所
保
育
指
針
に
基
づ
い
た
国
家
と
し
て
の
統
一
的
保
育
内

一



容
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
教
育
機
能
が
他
の
福
祉
分
野
（
医
療
・
介
護
・
障
害
）
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
参
入
抑
制
が
さ
れ
て
当
然
の
理
由
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
の
見
解
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
新
た
な
参

入
基
準
で
は
最
低
基
準
以
外
の
質
を
何
で
判
断
す
る
の
か
。
も
し
判
断
基
準
が
な
い
な
ら
ば
、
学
校
経
営
に
つ
い
て
学
校
法

人
格
を
持
た
せ
な
い
ま
ま
認
可
す
る
の
と
同
じ
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

四

認
可
外
保
育
施
設
の
質
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
、
一
定
水
準
以
上
の
施
設
の
水
準
と
は
ど
の
よ
う
な
水
準
を
指
す
の
か
。

一
定
期
間
の
経
過
的
財
政
支
援
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
評
価
受
審
の
義
務
化
等
の
質
の
チ
ェ
ッ
ク
も
必
要
と
考
え
る
が
い
か

が
か
。

五

第
一
次
報
告
に
は
、
「
一
時
預
か
り
の
保
障
強
化
」
と
あ
る
が
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
保
育
所
保
育
指
針
で
謳
わ
れ
て
い

る
配
慮
事
項
を
適
用
す
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
の
か
。
そ
の
場
合
、
専
用
ス
ペ
ー
ス
、
人
員
等
に
配
慮
を
要
す
る
が
、
財
源

面
の
強
化
と
は
そ
れ
ら
の
環
境
整
備
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の
か
。

六

保
護
者
と
保
育
所
の
関
係
性
は
現
行
制
度
で
も
苦
情
解
決
の
仕
組
み
や
日
常
的
な
交
流
、
学
び
合
い
等
で
良
好
な
関
係
性

を
実
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
考
え
る
。
「
よ
り
良
い
保
育
に
向
け
た
相
互
理
解
や
協
働
」
と
あ
る
が
、
ど
の

よ
う
な
部
分
で
関
係
性
が
足
り
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。

二



七

第
一
次
報
告
で
は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
「
質
の
確
保
を
図
り
つ
つ
、
量
的
拡
充
を
図
る
こ
と
〜
」
と
あ
る

が
、
そ
の
際
の
質
は
ど
の
よ
う
に
担
保
さ
れ
る
の
か
。
一
定
水
準
が
確
保
さ
れ
て
い
る
授
業
中
よ
り
も
、
保
育
所
卒
園
後
の

学
童
期
の
過
ご
し
方
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
子
ど
も
の
具
体
的
な
過
ご
し
方
の
モ
デ
ル＝

育
ち
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
示
す
こ
と

の
重
要
性
が
高
い
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

八

第
一
次
報
告
で
は
、
「
給
付
対
象
」
が
「
保
育
対
象
」
と
名
称
変
更
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
伴
う
公
的
責
任
は
ど
う
な
る
の

か
。

九

第
一
次
報
告
に
あ
る
「
保
障
上
限
量
」
と
「
給
付
上
限
量
」
の
違
い
は
何
か
。

一
〇

今
後
も
、
最
低
基
準
は
守
ら
れ
る
の
か
。

一
一

月
額
単
価
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
維
持
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


